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令和２年４月 23 日 

（仮称）休業協力・感染リスク低減支援金実施概要 
 

支援金の概要                                 

■趣旨 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、店舗の休業や営業時間の短縮と、感

染リスクを低減する自主的な取組を行う事業者の方を対象に、支援金を給付いたしま

す。 

■支給額 

 対象 
北海道 

給付金額 

札幌市 

給付金額 

合計 

給付金額 

① 
・北海道知事が休止を要請する施設を営む法人 

・北海道知事が特措法によらない協力依頼を行う施設

を営む法人 

30 万円 
給付 

対象外 

 

 

30 万円 

 

② 
・北海道知事が休止を要請する施設を営む個人事業主 

・北海道知事が特措法によらない協力依頼を行う施設

を営む個人事業主 

20 万円 10 万円 

③ 
・酒類の提供がある飲食店で、19 時以降の酒類の提供

を取り止めた事業者 
10 万円 20 万円 

④ 
・酒類の提供がない飲食店で、営業の休止、営業時間

の短縮など感染症防止策を実施した事業者 

給付 

対象外 
30 万円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※①～③は北海道に申請 

（②、③は北海道給付の支給決定データを基に札幌市から追支給） 

※④は札幌市に申請 

札幌市へ申請

①法人事業者 ②個人事業者
③酒類提供あり

19時以降の酒類提供取り止め
④酒類提供なし

北海道へ申請

道による休業要請等の対象施設 飲食店

支給イメージと申請先

30万円

20万円

10万円

料理店、喫茶店、居酒屋など

道給付

30万円
道給付

20万円

市給付
20万円

道給付

10万円

市給付

30万円

スナック、バー、カラオケボックス、ライブハウス、
スポーツクラブ、ゲームセンター、映画館、展示場、
ビデオレンタル、学習塾など

市給付
10万円

※道給付の支給決定データ
を基に10万円を追支給

※道給付の支給決定データ
を基に20万円を追支給
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酒類提供のない飲食店への支援金の給付について（札幌市への申請）                                 

○札幌市では、北海道の休業要請等によらない「酒類を提供しない飲食店」において 

も、休業や営業時間の短縮など感染防止対策の協力を行っていただく事業者を対象 

に札幌市独自で給付金を給付いたします。 

 

１ 給付対象 

  酒類を提供しない食事提供施設について、4月 25 日（土）～5月 6日（水）の全

ての期間において、「２」の感染症防止対策を取り組んだ場合、支給対象となりま

す。 

仮に、休業等の要請期間が延長になった場合は、当該要請期間が終了するまで、

継続いただきます。 

 

【食事提供施設（例）】 

〇飲食店 〇料理店 〇喫茶店 〇和菓子、洋菓子店 等 

 

２ 感染症防止対策 

  以下の(1)及び(2)の取組を行う事業者 
 
(1) 休業・営業時間の短縮等（いずれか一つ） 

①休業 

②夜間営業の自粛（20時から 5時までの営業の自粛） 

③営業時間の短縮（2時間以上の短縮） 

④イートインの中止（テイクアウト・デリバリーのみによる営業継続は可） 

⑤店舗の座席レイアウトの変更（席数減によるソーシャルディスタンシングへの配慮） 

(2) 施設運営のきめ細やかな取組（いずれか一つ） 

①３つの密（密閉・密集・密接）の防止 

    換気や行列間隔の工夫など 

   ②飛沫感染・接触感染の防止 

    従業員のマスク着用など 

   ③移動時の感染の抑止 

    時差出勤や在宅勤務など 

 ※(2)の①～③については、要請期間終了後も継続した取組をお願いいたします 

 

３ 備考 

 ・北海道の緊急事態措置以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象とな  

ります。なお、北海道による休業要請等の対象となる施設等については、北海道   

総合政策部の HP に掲載しています。 

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kyuugixyouyousei.htm） 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kyuugixyouyousei.htm
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 ・札幌市内の事業所はもとより、道内全ての事業所の休業等を行った場合が対象と  

なります。この場合、市外に本社がある場合も対象になります。 

 

申請手続                              

■申請受付期間 

 令和２年５月 1日（金）～  

※申請期限は未定（北海道と調整中） 

 

■申請方法 

 ①郵送（令和２年５月１日（金）から受付開始） 

 ②専用ホームページからのＷＥＢ申請（５月中旬予定） 

 

■申請に必要な書類（予定） 

 

①支援金申請書（法人にあたっては「法人番号」を記入） 

②営業実態が確認できる書類 

 （例）確定申告書の写しのほか、各種法規に基づく営業許可証の写し等 

③休業や営業時間の短縮、酒類の提供時間を短縮していたことが分かる資料 

 （例）店頭告知チラシやメニュー、自社のホームページの写し等 

④誓約書 

 

今後の流れ                                 

■実施概要公表  ４月 23 日（木） 

 

■募集要項公表、「郵送」にて受付開始  ５月１日（金）15 時頃～ 

 募集要項公表と申請書等の様式を同時に公表します。 

 

■「専用ホームページからのＷＥＢ申請」にて受付開始  ５月中旬～ 

 

■支援金の給付  ５月下旬～ 

 

お問い合わせ（平日 8:45～17:15） 

札幌市 経済観光局 産業振興部 商業・経営支援担当課  

電話番号 011-211-2372、011-211-2362 

     ※4/27（月）以降は「支援金専用ダイヤル」011-211-2566 まで 

 

※この支援金の予算執行については議会の議決が条件となります。 


